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道路管理者
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Tel

令和 年 月 日 から

令和 年 月 日 まで

　記 載 要 領

１． 「許可申請　「第３２条　　　「許可を申請

　　　 協　　議」、第３５条」及び　協　　　議」については、該当するものを○で囲むこと。

２．

については、該当するものを○で囲み、継続・変更の場合には、従前の許可書又は

　　回答書の番号及び年月日を記載すること。

３．　申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称

　　及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。

４． 「場所」の欄には、地番まで記載すること。占用が３以上の地番にわたる場合には、起点と終点を

　　記載すること。「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。

５．　変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを

　　(　　　)書きすること。

６． 「添付書類」の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を

　　添付した場合に、その書類名を記載すること。

占 用 物 件
の 構 造

新

規

継

続

変

更

道 路 の 復 旧

場　所

規 模 （ 面 積 ） 数 量

工 事 実 施
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書
許 可 申 請

協 議

　します。
許可を申請

協　　　議
の規定により



(1) 道路の占用の許可を受けた者（以下「占用者」という。）は、別に本別町長が発する納入

　通知書により、占用料を納めなければならない。

(2) 占用者は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかにその旨を本別町長に届け出なけれ

　ばならない。

ア 氏名または住所を変更したとき

イ 占用者が死亡したとき（届出人は、決定の届出義務者）

ウ 占用者である法人が解散し、または合併したとき

エ 占用を廃止しようとするとき

オ 占用の軽易な変更を行おうとするとき

本別町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(3) 占用者は、道路に設置した占用物件を常に良好な状態に保つよう、維持、修繕し、美観、

　交通その他道路管理上に支障きたさないように努めなければならない。

(4) 占用者は、本別町長の許可を受けなければ、当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し

　もしくは占用区域、または占用物件を使用させてはならない。

(5) 占用者は、次の各号の一に該当する場合は、自己の費用でその補修をし、または予防の措

　置を講じなければならない。

ア 占用により、道路もしくはその付属物が損傷したとき

イ 道路の構造に支障を及ぼすおそれがあるとき

(6) 法令または許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するときに必要な費用は当該占用者

　が負担しなければならない。

(7) 占用者が、許可期間の満了後も引き続き占用しようとするときは、期間満了の１か月前

（１年未満の短期の占用については１０日）までに、改めて申請して許可を受けなければな

　らない。

　承認を取り消し現状回復を要求することもあるものとする。

(9) 占用許可承認せられる箇所には下記様式の標識を附すること。
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注 意 事 項

(8) 道路工事施工その他必要ありと認めたるときは


